
 

第 ５ ６ ３ 回 役 員 会 議 事 要 録 

 

日 時  令和７年１１月１１日（火）１３時３０分 

場 所  学長室 

出席者  野田学長，岩山研究・人事・国際担当理事，伊藤教育・学生担当理事， 

杉浦連携・附属学校担当理事，太田総務・財務担当理事， 

一宮大学経営担当理事 

オブザーバー   中川監事，下野谷監事 

陪席者  財務・学術部長，学務部長，附属学校部長，総務課長，総務課副課長 

議 長  野田学長 

開 会  １３時２９分 

 

 議事に先立ち，学長から第５６２回役員会議事要録の確認があった。 

 

議 題  

１．業務達成基準（業務の実施に伴い運営費交付金を収益化）適用業務の実施期間

変更について 

  学長から提議され，太田理事から令和７年度第２回経営協議会（10月30日開 

催）で審議された，業務達成基準を適用する業務の実施期間変更について資料に 

基づき説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 

報 告  

１．次期役員の体制について 

  学長から，次期役員体制の一部について，資料に基づき説明があり，これを了 

承した。 

 

２．次回の開催日時について 

  学長から，次のとおり開催する旨報告があった。 

次回 第５６４回役員会：令和７年１１月２５日（火） １３：３０ 

次いで，２月１０日（火）１３時３０分開催予定の役員会について，教員養成 

の質向上に関する会議と重複するため，開催時間を１０時と旨の報告があった。 

 

閉 会 １３時３５分 

 

以 上 


